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は
じ
め
に

　

ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
（R
onald R

eagan

）
政
権
の
八
年
間
（
一
九
八
一―

八
九
年
）
は
、
米
ソ
新
冷
戦
が
深
刻
化
し
た
時
期
で
あ
り
、

そ
れ
が
一
転
し
て
、
冷
戦
そ
の
も
の
の
最
終
局
面
を
迎
え
た
時
期
で
あ
っ
た
。
日
米
関
係
に
と
っ
て
は
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
と
中
曽
根
康
弘

首
相
の
盟
友
関
係
（「
ロ
ン
・
ヤ
ス
」
関
係
）
の
下
で
、「
同
盟
」
が
明
確
化
さ
れ
た
時
期
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
。

　

近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
レ
ー
ガ
ン
の
人
気
は
き
わ
め
て
高
い
。
二
〇
〇
一
年
二
月
に
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社
が
発
表
し
た
「
史
上
最
も
偉
大
な

ア
メ
リ
カ
大
統
領
」
と
い
う
世
論
調
査
で
、
レ
ー
ガ
ン
は
一
八
％
を
獲
得
し
て
一
位
に
選
ば
れ
た
し
、
同
年
三
月
に
は
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
の

最
新
型
原
子
力
空
母
（C

V
N76

）
が
「
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る（

1
）。

九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
で
全
米
に
国
家
的
危

機
感
が
高
ま
り
、
二
〇
〇
四
年
六
月
五
日
に
は
レ
ー
ガ
ン
自
身
が
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
と
の
長
い
闘
病
生
活
の
末
に
九
三
歳
で
死
去
し
た
こ

　
（
一
三
〇
七
）
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と
な
ど
か
ら
、
こ
の
人
気
は
さ
ら
に
上
昇
し
て
い
る
。
現
実
政
治
と
の
関
連
で
も
、
一
期
目
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge W
. 

B
ush

）
政
権
に
は
、
か
つ
て
レ
ー
ガ
ン
政
権
で
活
躍
し
た
人
材
が
多
数
当
用
さ
れ
た
し
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
も
多
分
に
レ
ー
ガ
ン
人
気
を

政
治
的
に
利
用
し
て
き
た
。

　

当
然
、
レ
ー
ガ
ン
の
評
伝
も
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る（

2
）。

レ
ー
ガ
ン
の
人
物
像
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
、
内
政
中
心
の
も
の
、
外
交
を
扱

っ
た
も
の
な
ど
、
様
々
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
数
多
く
の
評
伝
の
中
で
も
、
日
米
関
係
や
「
ロ
ン
・
ヤ
ス
」
関
係
に
多
く
の
紙
幅
を
割

い
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
で
最
初
の
国
防
長
官
を
務
め
た
キ
ャ
ス
パ
ー
・
ワ
イ
ン
バ
ガ
ー
（C

asper 

W
einberger

）
の
伝
記
と
、
同
じ
く
二
代
目
の
国
務
長
官
を
務
め
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
シ
ュ
ル
ツ
（G

eorge Shultz

）
の
伝
記
が
、
そ
れ
ぞ
れ

日
米
関
係
に
つ
い
て
一
章
を
当
て
て
い
る
程
度
で
あ
る（

3
）。

他
方
で
、
中
曽
根
は
多
く
の
著
作
で
「
ロ
ン
・
ヤ
ス
」
関
係
を
強
調
し
、
中
曽
根

時
代
の
日
本
の
政
治
や
外
交
を
扱
っ
た
研
究
で
も
、「
ロ
ン
・
ヤ
ス
」
関
係
に
相
当
の
比
重
が
置
か
れ
て
い
る（

4
）。

こ
の
時
期
を
対
象
と
す
る

研
究
や
回
顧
録
で
も
、
日
米
関
係
は
非
対
称
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
非
対
称
性
を
も
勘
案
し
た
上
で
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
外
交
・
安
全
保

障
政
策
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
総
合
的
に
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
長
期
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
安
全
保
障
政
策
を
包
括
的
に
概
観
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
年
の
レ
ー
ガ
ン
研
究
文
献
を
紹
介
し
な
が
ら
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
安
全
保
障
政
策
、
と
り
わ
け
そ
の
対
ソ
政
策
の
基

本
的
姿
勢
を
検
証
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
点
を
考
察
し
て
、
両
者
の
連
動
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。
既
述
の

よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
時
代
は
米
ソ
冷
戦
の
終
焉
に
向
か
う
激
動
の
時
期
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

レ
ー
ガ
ン
政
権
で
大
統
領
顧
問
を
務
め
た
側
近
中
の
側
近
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ミ
ー
ス
（E

dw
in M

eese

）
に
よ
れ
ば
、
レ
ー
ガ
ン
の
安
全
保

障
政
策
上
の
基
本
姿
勢
は
、
⑴
ソ
連
に
道
徳
的
な
見
地
か
ら
対
峙
す
る
、
⑵
ソ
連
の
さ
ら
な
る
侵
略
行
為
を
認
め
な
い
、
⑶
第
三
世
界
で
の

ソ
連
の
か
つ
て
の
攻
勢
に
反
撃
す
る
、
⑷
戦
略
防
衛
構
想
（
Ｓ
Ｄ
Ｉ
）
の
推
進
に
よ
っ
て
相
互
確
証
破
壊
（M

utual A
ssured 

　
（
一
三
〇
八
）
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D
estruction: M

A
D

）
の
世
界
か
ら
脱
却
す
る
、
の
四
点
で
あ
っ
た
と
い
う（

5
）。

　

そ
こ
で
、
三
つ
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

⑴　

対
ソ
強
硬
路
線
と
米
ソ
戦
略
交
渉
は
、
レ
ー
ガ
ン
と
そ
の
政
権
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
共
立
し
た
の
か
。

　

⑵　

野
心
的
な
対
ソ
外
交
の
基
本
姿
勢
と
杜
撰
な
政
策
プ
ロ
セ
ス
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。

　

⑶　

冷
戦
を
終
結
さ
せ
た
の
は
誰
か
。
レ
ー
ガ
ン
か
、
そ
れ
と
も
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
か
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
日
米
関
係
に
と
っ
て
の
レ
ー
ガ
ン
外
交
の
意
義
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
、
ま
た
、
レ
ー

ガ
ン
外
交
と
現
在
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
外
交
政
策
と
の
比
較
に
も
論
及
し
て
み
た
い
。

一　

対
ソ
政
策

　

一
九
八
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
レ
ー
ガ
ン
は
現
職
の
ジ
ミ
ー
・
カ
ー
タ
ー
（Jim

m
y C

arter

）
を
大
差
で
破
っ
た
。
カ
ー
タ
ー
は
、
現

職
の
大
統
領
と
し
て
ハ
ー
バ
ー
ト
・
フ
ー
ヴ
ァ
ー
（H

erbert H
oover

）
以
来
の
大
敗
を
喫
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
レ
ー
ガ
ン
に

代
表
さ
れ
る
保
守
主
義
の
勝
利
と
い
う
よ
り
も
、
カ
ー
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
の
敗
北
で
あ
っ
た
。
カ
ー
タ
ー
の
外
交
政
策
は
軍
事

力
を
軽
視
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
的
地
位
を
低
下
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
リ
ベ
ラ
ル
の
内
政
は
伝
統
的
な
価
値
観
を
揺
る
が
せ
て
、
エ
ス
ニ

ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
権
利
主
張
や
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
運
動
、
同
性
愛
者
の
人
権
運
動
、
若
者
文
化
を
氾
濫
さ
せ
、
深
刻
な
「
文
化
戦

争
」
を
惹
起
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
反
リ
ベ
ラ
ル
勢
力
が
結
集
し
た
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
有
権
者
の
主
流
は
、
レ
ー
ガ
ン
よ
り
も
は
る
か
に
中
道
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
共
和
党
内
も
東
北
部

の
ビ
ッ
グ
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
基
盤
と
す
る
穏
健
派
（
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
保
守
派
）
と
中
西
部
か
ら
南
部
、
西
部
に
か
け
て
の
オ
ー
ル
ド
ラ

　
（
一
三
〇
九
）
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イ
ト
、
さ
ら
に
は
若
年
層
を
組
織
化
し
た
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
な
ど
の
諸
勢
力
が
混
在
し
て
い
た（

6
）。

こ
う
し
た
中
で
、
レ
ー
ガ
ン
は
バ
リ
ー
・
ゴ

ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
（B

arry G
oldw

ater

）
の
衣
鉢
を
継
い
で
、
オ
ー
ル
ド
ラ
イ
ト
に
属
し
て
い
た
。
彼
ら
オ
ー
ル
ド
ラ
イ
ト
は
党
内
で

急
速
に
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
国
政
レ
ベ
ル
で
の
経
験
に
は
欠
け
て
い
た
。

　

レ
ー
ガ
ン
ら
オ
ー
ル
ド
ラ
イ
ト
の
政
治
的
信
条
は
、
強
烈
な
反
共
主
義
と
「
小
さ
な
政
府
」
に
集
約
で
き
よ
う
。
ま
た
、
ニ
ク
ソ
ン

（R
ichard M

. N
ixon

）、フ
ォ
ー
ド
（G

erald F
ord

）
時
代
の
共
和
党
穏
健
派
が
推
進
し
た
米
ソ
交
渉
に
よ
る
デ
タ
ン
ト
路
線
は
破
綻
し
た
、

と
オ
ー
ル
ド
ラ
イ
ト
は
考
え
て
い
た
。
レ
ー
ガ
ン
個
人
に
関
し
て
は
、
反
共
主
義
は
「
赤
狩
り
」
の
吹
き
荒
れ
る
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
の
映
画
俳

優
組
合
委
員
長
の
経
験
を
通
じ
て
、
そ
し
て
、「
小
さ
な
政
府
」
と
い
う
信
条
は
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
社
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
財
界
と
の
親
密
な
交
流
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
確
立
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
大
統
領
就
任
時
に
は
、
彼
は
「
政
府
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
」

と
喝
破
す
る
に
至
る
。
レ
ー
ガ
ン
が
最
も
尊
敬
し
た
大
統
領
は
、「
小
さ
な
政
府
」
の
権
化
と
も
言
う
べ
き
カ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ク
ー
リ
ッ
ジ
（John 

C
alvin C

oolidge

）
で
あ
っ
た
。

　

共
産
主
義
政
権
は
「
大
き
な
政
府
」
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
レ
ー
ガ
ン
の
反
共
主
義
と
「
小
さ
な
政
府
」
と
い
う
信
条
は
、

表
裏
一
体
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
信
条
を
国
政
レ
ベ
ル
で
政
策
と
し
て
表
現
す
る
と
軍
拡
と
減
税
と
な
り
、
深
刻
な
矛
盾
を
生
じ

る
。
こ
こ
が
レ
ー
ガ
ン
政
治
の
複
雑
さ
で
あ
る
。
ま
た
、「
小
さ
な
政
府
」
と
は
言
っ
て
も
、
対
日
通
商
政
策
な
ど
で
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
は

し
ば
し
ば
規
制
緩
和
に
逆
行
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

反
共
主
義
と
「
小
さ
な
政
府
」
と
い
う
政
治
信
条
を
声
高
に
説
き
な
が
ら
、
レ
ー
ガ
ン
が
ま
ず
意
図
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
と
外

交
に
了
解
可
能
な
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
国
民
の
自
信
を
回
復
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
職
歴
に
ふ
さ
わ
し
く
、
レ
ー
ガ
ン
は
「
公
共
劇
」
で
の
「
象
徴
的
リ
ー
ダ
ー
」
に
な
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
と
五
十
嵐

武
士
は
評
価
し
て
い
る（

7
）。

　
（
一
三
一
〇
）
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だ
が
、
実
際
の
政
策
と
な
る
と
、
世
論
の
動
向
を
睨
み
な
が
ら
、
レ
ー
ガ
ン
は
相
当
慎
重
か
つ
漸
進
的
に
運
営
に
当
た
っ
て
い
た
。
例
え

ば
、
ソ
連
を
崩
壊
に
導
く
べ
く
第
三
世
界
で
攻
勢
に
出
る
戦
略
と
し
て
、「
レ
ー
ガ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
が
の
ち
に
喧
伝
さ
れ
た
が
、
当
時

の
関
係
者
を
含
め
て
多
く
の
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
う
し
た
「
ド
ク
ト
リ
ン
」
は
ソ
連
の
衰
退
以
後
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う（

8
）。

レ
ー
ガ
ン
外
交
を
め
ぐ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
（
な
い
し
イ
メ
ー
ジ
）
と
実
態
の
乖
離
は
小
さ
く
な
い
。

　

因
み
に
、レ
ー
ガ
ン
の
漸
進
主
義
的
な
手
法
は
内
政
に
も
該
当
す
る
。「
レ
ー
ガ
ン
革
命
」
も
実
は
そ
れ
ほ
ど
「
革
命
的
」
で
は
な
か
っ
た
。

レ
ー
ガ
ン
は
「
政
府
の
役
割
を
抜
本
的
に
再
構
築
す
る
こ
と
で
自
分
へ
の
政
治
的
な
支
持
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た

し
、
既
存
の
社
会
的
諸
制
度
に
劇
的
な
変
革
を
強
い
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
」
と
、
歴
史
家
の
ジ
ョ
ン
・
エ
ー
マ
ン
（John E

hrm
an

）
は

指
摘
し
て
い
る（

9
）。

先
述
の
よ
う
に
規
制
緩
和
も
一
貫
性
を
欠
き
、
福
祉
予
算
の
削
減
も
不
徹
底
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
世
論
調
査
で
一
九

八
〇
年
と
八
八
年
を
比
べ
て
み
る
と
、
リ
ベ
ラ
ル
を
自
認
す
る
人
で
民
主
党
を
支
持
す
る
者
は
六
〇
％
か
ら
八
一
％
に
増
え
て
い
る
し
、
中

道
を
自
認
す
る
人
の
中
で
民
主
党
を
支
持
す
る
人
も
四
二
％
か
ら
五
〇
％
に
増
え
て
い
る
の
に
、
中
道
を
自
認
す
る
人
で
共
和
党
を
支
持
す

る
者
は
四
八
％
か
ら
四
九
％
と
横
ば
い
で
あ
る（

10
）。

レ
ー
ガ
ン
個
人
へ
の
人
気
は
別
に
し
て
、
保
守
層
以
外
で
は
共
和
党
の
支
持
基
盤
は
そ
れ

ほ
ど
拡
大
し
て
い
な
い
。

　

ア
メ
リ
カ
政
治
の
潮
流
を
大
き
く
変
え
た
と
し
て
、
レ
ー
ガ
ン
は
死
後
に
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（F

ranklin D
. 

R
oosevelt

）
と
比
肩
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
（
レ
ー
ガ
ン
は
も
と
も
と
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
で
あ
っ
た
）。
少
な
く
と
も
、

レ
ト
リ
ッ
ク
の
わ
り
に
慎
重
か
つ
漸
進
主
義
的
な
行
動
を
と
っ
た
点
は
、
両
者
の
初
期
の
政
治
に
共
通
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
、
レ
ー
ガ
ン
の
反
共
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
え
ば
、「
悪
の
帝
国
」（evil em

pire

）
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
表
現
も
今
で
は
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
の
「
悪
の
枢
軸
」（axis of evil

）
発
言
と
比
肩
さ
れ
る
。
一
九
八
三
年
三
月
、
レ
ー
ガ
ン
は
福
音
派
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
全
国
集
会
で
演
説
し
、「
歴
史
の
事
実
や
悪
の
帝
国
の
攻
撃
的
な
衝
動
を
意
に
介
さ
ず
、
軍
拡
競
争
は
大
き
な
誤
解
に
よ
る
と
割

　
（
一
三
一
一
）
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り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
」
や
「
正
と
邪
、
善
と
悪
と
の
戦
い
の
前
線
か
ら
離
脱
し
て
、
軽
々
し
く
自
ら
超
越
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
」
を
厳

し
く
批
判
し
た
。
ア
メ
リ
カ
外
交
に
伝
統
的
に
み
ら
れ
る
善
悪
二
分
論
だ
が
、
こ
れ
は
国
内
に
瀰
漫
す
る
文
化
相
対
主
義
に
対
す
る
痛
烈
な

反
撃
で
も
あ
っ
た
（
カ
ー
タ
ー
に
失
望
し
た
キ
リ
ス
ト
教
右
派
は
す
で
に
レ
ー
ガ
ン
支
持
に
回
っ
て
お
り
、
レ
ー
ガ
ン
は
さ
ら
に
福
音
派
全

般
に
支
持
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
た
）。
こ
の
演
説
を
起
草
し
た
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ド
ー
ラ
ン
（A

nthony D
olan

）
は
、「
ネ
オ
コ
ン
」
の
総

帥
的
存
在
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ッ
ク
レ
ー
（W

illiam
 B

uckley

）
と
も
親
し
か
っ
た
。「
悪
の
帝
国
」
発
言
の
背
後
に
も
、「
悪
の
枢
軸
」
発

言
の
そ
れ
と
同
様
の
政
治
勢
力
図
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る（

11
）。

　

こ
の
「
悪
の
帝
国
」
発
言
に
、
国
内
の
リ
ベ
ラ
ル
派
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
反
核
世
論
は
眉
を
ひ
そ
め
た
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
は
、
こ

れ
を
「
ア
メ
リ
カ
史
上
最
悪
の
大
統
領
演
説
」
と
呼
ん
だ
。「
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
『
悪
』
と
い
う
こ
と
ば
の
用
い
方
で
現
代
人
に
耳
ざ
わ

り
な
点
は
、
そ
の
文
化
的
な
傲
慢
さ
で
あ
り
、
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
の
は
彼
レ
ー
ガ
ン
氏
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
、
と
い

う
臆
断
で
あ
っ
た
」
と
、「
ネ
オ
コ
ン
」
に
思
想
的
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
政
治
哲
学
者
の
ア
ラ
ン
・
ブ
ル
ー
ム
（A

llan B
loom

）
は
言

う
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ル
ー
ム
は
こ
れ
に
同
調
は
し
な
い
。「
も
ろ
も
ろ
の
価
値
に
深
く
傾
倒
し
て
い
る
人
物
は
賞
賛
さ
れ
る
。
彼
ら

の
強
い
信
念
、
そ
の
気
遣
い
や
関
心
、
何
か
を
よ
し
と
す
る
そ
の
思
い
、
こ
れ
ら
は
自
律
性
と
自
由
と
創
造
性
の
証
し
で
あ
る
。
そ
う
し
た

人
物
の
生
き
方
は
気
楽
さ
と
は
正
反
対
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
規
範
が
あ
る
」
と
、
彼
は
続
け
て
い
る（

12
）。

逆
に
言
え
ば
、「
悪
の
帝
国
」
演
説

は
政
策
の
路
線
表
明
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
信
念
の
発
露
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
悪
の
帝
国
」
演
説
に
先
立
っ
て
、
一
九
八
二
年
六
月
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
で
お
こ
な
っ
た
演
説
で
も
、「
私
が
今
述
べ
て
い
る
の
は
、

長
期
的
な
計
画
と
希
望
で
あ
る
。
自
由
を
窒
息
さ
せ
、
人
々
の
自
己
表
現
を
封
じ
込
め
る
他
の
専
制
が
そ
う
な
っ
た
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
・

レ
ー
ニ
ン
主
義
が
歴
史
の
灰
塵
に
埋
も
れ
る―

そ
の
た
め
に
自
由
と
民
主
主
義
は
行
進
す
る
」
と
、
レ
ー
ガ
ン
は
述
べ
て
い
る（

13
）。

　

二
つ
の
演
説
に
共
通
す
る
の
は
、
ソ
連
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
道
義
的
優
位
へ
の
確
信
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
九
八
三
年
九
月
に
発
生
し

　
（
一
三
一
二
）
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た
ソ
連
軍
に
よ
る
大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
の
よ
う
な
出
来
事
は
、
こ
う
し
た
確
信
を
さ
ら
に
強
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
こ
の
人
道
に

対
す
る
犯
罪
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
世
界
の
ど
こ
で
も
、
決
し
て
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」、「
個
人
の
権
利
を
無
視
し
、
い
つ
で
も
他
国
へ

の
拡
張
と
支
配
を
め
ざ
す
社
会
か
ら
生
じ
た
、
蛮
行
で
あ
る
」
と
、
こ
の
事
件
に
際
し
て
、
レ
ー
ガ
ン
は
ソ
連
を
厳
し
く
糾
弾
し
た（

14
）。

　

し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
実
際
の
政
策
運
営
は
、
は
る
か
に
慎
重
で
あ
っ
た
。

　

ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
以
来
続
い
て
い
た
対
ソ
小
麦
禁
輸
も
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
国
内
の
農
業
団
体
の
圧
力
で
、
政
権
発
足
早
々

に
解
禁
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
自
主
管
理
労
働
組
合
「
連
帯
」
に
対
す
る
支
援
も
、
間
接
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
保
守
派

の
中
に
は
レ
ー
ガ
ン
の
「
裏
切
り
」
を
指
弾
す
る
者
も
、
少
な
く
な
か
っ
た
（
実
際
に
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
緊
密
に
協

力
し
て
、「
連
帯
」
を
密
か
に
資
金
援
助
し
て
い
た
）。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ヘ
イ
グ
（A

lexander H
eig

）
国
務
長
官
の
進
言
を
容
れ
て
、

レ
ー
ガ
ン
は
未
批
准
の
第
二
次
戦
略
兵
器
制
限
条
約
（Strategic A

rm
s L

im
itation T

alks: SA
LT-II

）
の
枠
組
み
も
遵
守
す
る
姿
勢
を
と

っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（H

enry K
issinger

）
元
国
務
長
官
の
側
近
で
、
デ
タ
ン
ト
派
の
ヘ
イ
グ
が
国
務
長
官
に
起
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
自
体
が
、
オ
ー
ル
ド
ラ
イ
ト
の
外
交
経
験
の
欠
如
と
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
複
合
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
述
の

大
韓
航
空
機
撃
墜
事
件
の
時
で
す
ら
、
激
し
い
対
ソ
非
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｋ
Ｇ
Ｂ
（
ソ
連
国
家
保
安
委
員
会
）
要
員
と
目
さ
れ
る
人
物

の
ア
メ
リ
カ
国
外
退
去
命
令
な
ど
、
保
守
派
の
望
む
対
ソ
制
裁
に
は
、
レ
ー
ガ
ン
は
つ
い
に
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
。

　

一
九
八
二
年
一
一
月
の
中
間
選
挙
で
共
和
党
が
敗
北
す
る
と
（
下
院
で
は
民
主
党
が
二
八
議
席
増
や
し
て
、
共
和
党
に
一
〇
三
議
席
の
差

を
つ
け
た
）、
大
幅
な
国
防
予
算
の
増
額
路
線
も
抑
え
ら
れ
、
八
三
年
一
月
に
は
、
向
こ
う
五
年
間
に
予
定
さ
れ
て
い
た
軍
事
力
増
強
計
画

中
五
五
〇
億
ド
ル
の
削
減
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
何
し
ろ
、
こ
の
時
の
レ
ー
ガ
ン
の
支
持
率
は
四
一
％
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
）
で

あ
り
、
カ
ー
タ
ー
前
政
権
の
任
期
半
ば
の
そ
れ
と
同
程
度
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ガ
ン
の
国
内
的
支
持
基
盤
は
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
。

　

一
九
八
三
年
三
月
二
三
日
、
レ
ー
ガ
ン
は
「
戦
略
防
衛
構
想
」（Strategic D

efense Initiative: SD
I

）
を
発
表
し
た
。
こ
れ
が
実
現
す

　
（
一
三
一
三
）
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れ
ば
、
相
互
確
証
破
壊
を
乗
り
越
え
て
、
核
兵
器
は
「
無
力
で
時
代
遅
れ
な
も
の
」
に
な
り
、「
二
一
世
紀
の
子
供
た
ち
に
新
し
い
希
望
を

与
え
る
」
こ
と
に
な
る
と
、
レ
ー
ガ
ン
は
語
っ
た
。
中
世
さ
な
が
ら
に
お
互
い
の
国
民
を
人
質
に
し
合
う
Ｍ
Ａ
Ｄ
は
非
道
徳
的
で
あ
る
と
い

う
信
念
が
、
レ
ー
ガ
ン
に
は
あ
っ
た
。

　

北
大
西
洋
条
約
機
構
（N

orth A
tlantic T

reaty O
rganization: N

A
T

O

）
の
「
二
重
決
定
」
に
基
づ
い
て
、
ソ
連
の
中
距
離
核
兵
器

（Interm
ediate N

uclear F
orces: IN

F

）
に
対
抗
す
べ
く
、
ア
メ
リ
カ
も
Ｉ
Ｎ
Ｆ
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
導
入
を
決
め
る
と
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
「
死
よ
り
赤
の
ほ
う
が
ま
し
だ
」（R

ed is better than D
ead

）
と
、
米
ソ
核
戦
争
の
舞
台
に
な
る
こ
と
を
危
惧
す
る
広
範
な
反
核

運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
、
全
米
で
も
「
核
凍
結
」
運
動
が
高
ま
っ
て
い
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
な
ど
九
つ
の
州
と
三
二
の
自
治
体
の

住
民
投
票
で
「
核
凍
結
」
が
支
持
さ
れ
た
し
、
連
邦
下
院
で
も
核
凍
結
決
議
案
が
可
決
さ
れ
た
（
上
院
は
否
定
）。

　

Ｓ
Ｄ
Ｉ
は
、「
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
計
画
」
と
揶
揄
さ
れ
、「
マ
ジ
ノ
要
塞
の
亡
霊
」
と
も
呼
ば
れ
た
。「
ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
は
核
に
よ

る
脅
威
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
夢
想
家
だ
っ
た
。
そ
れ
が
Ｉ
Ｎ
Ｆ
条
約
の
目
指
し
た
す
べ
て
だ
っ
た
。
Ｓ
Ｄ
Ｉ
が
目
標
と
し
た
の
も
そ
れ

で
あ
る
」
と
、
コ
リ
ン
・
パ
ウ
エ
ル
（C

olin P
ow

ell
）
将
軍
は
回
想
し
て
い
る（

15
）。

確
か
に
、
科
学
技
術
へ
の
ナ
イ
ー
ブ
な
信
頼
が
そ
こ
に

は
あ
っ
た
。
だ
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
内
外
で
高
ま
る
反
核
世
論
に
、
何
ら
か
の
形
で
回
答
す
る
実
際
的
な
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
レ
ー
ガ
ン
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
の
構
想
は
、
核
戦
争
に
よ
る
破
局
を
恐
れ
る
「
前
千
年
王
国
説
」
と
核
戦
争
を
回
避
で
き
る
と
期
待
す
る

「
後
千
年
王
国
説
」
の
双
方
の
素
朴
な
宗
教
心
に
巧
み
に
働
き
か
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た（

16
）。

　

Ｓ
Ｄ
Ｉ
は
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
（R

obert M
cF

arlane
）
ら
ご
く
少
数
の
側
近
と
の
間
で
ま
と
ま
っ
た
構
想
で
あ
り
、
シ
ュ
ル

ツ
国
務
長
官
も
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
国
防
長
官
も
、
直
前
ま
で
レ
ー
ガ
ン
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
演
説
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
両
者
は
こ

の
構
想
に
反
対
で
あ
っ
た
。
政
策
的
に
無
謀
で
、
技
術
的
に
は
不
可
能
だ
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
レ
ー
ガ
ン
は
こ
れ
に
固

執
し
続
け
る
。
こ
の
構
想
は
、
俳
優
時
代
に
レ
ー
ガ
ン
が
出
演
し
た
映
画
『
空
中
の
殺
人
』（
一
九
四
〇
年
）
に
着
想
を
得
た
も
の
だ
と
も

　
（
一
三
一
四
）
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言
わ
れ
る
。
こ
の
映
画
の
中
で
、
レ
ー
ガ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
諜
報
部
員
と
し
て
、
電
磁
波
を
混
乱
さ
せ
て
敵
の
飛
行
機
を
墜
落
さ
せ
る
秘
密

兵
器
を
警
護
し
て
い
る（

17
）。

　

こ
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
は
米
ソ
の
軍
備
管
理
・
軍
縮
交
渉
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
に
な
っ
た
。
実
際
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
一
期
目
に
は
、
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ

－

Ⅱ
の
後
に
続
く
第
一
次
戦
略
兵
器
削
減
条
約
（Strategic A

rm
s R

eduction T
alks: ST

A
R

T

）
交
渉 

も
Ｉ
Ｎ
Ｆ
削
減
交
渉
も
、
ま
っ
た
く

前
進
し
な
か
っ
た
。
Ｓ
Ｄ
Ｉ
は
Ｍ
Ａ
Ｄ
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
の
た
め
に
Ｍ
Ａ
Ｄ
に
依
存
す
る
危
険
な
状

況
か
ら
の
脱
却
が
、
か
え
っ
て
困
難
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
一
九
八
四
年
の
大
統
領
選
挙
に
際
し
て
、
対
ソ
強
硬
姿
勢
（
な
い
し
は
イ
メ
ー
ジ
）
に
危
惧
感
を
抱
く
世
論
を
慰
撫
す
る
意
図
も

あ
っ
て
、
レ
ー
ガ
ン
陣
営
の
対
ソ
論
調
は
か
な
り
穏
当
な
も
の
に
な
る
。
同
年
一
月
一
六
日
の
演
説
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
ソ
連
を
脅
か
し

て
は
い
な
い
。
両
国
は
お
互
い
に
戦
っ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
う
す
る
必
要
は
ど
こ
に
も
な
い
」
と
、
レ
ー
ガ
ン
は
語
っ
て
い
る（

18
）。

こ
の
演
説

は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ス
ピ
ー
チ
・
ラ
イ
タ
ー
で
は
な
く
、
国
務
省
の
ソ
連
専
門
家
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
翌
日
に
は
、
シ
ュ
ル
ツ

国
務
長
官
も
、「
後
世
の
歴
史
家
が
東
西
関
係
の
転
機
と
み
な
す
よ
う
に
包
括
的
な
対
話
の
再
開
」
を
呼
び
か
け
て
い
る（

19
）。

政
治
学
者
の
ベ

ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（B

eth A
. F

isher

）
は
、
一
九
八
三
年
一
一
月
初
旬
に
実
施
さ
れ
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
軍
事
演
習
「
エ
イ
ブ
ル
・
ア
ー
チ

ャ
ー
」（A

ble A
rcher

）
を
ソ
連
が
先
制
核
攻
撃
と
誤
解
し
か
け
た
事
件
を
重
視
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
対
ソ
姿
勢
を

穏
健
化
さ
せ
た
と
見
て
い
る（

20
）。

同
年
末
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
Ｉ
Ｎ
Ｆ
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
配
備
が
実
際
に
始
ま
り
、
反
核
運
動
も
ピ
ー
ク

を
過
ぎ
て
沈
静
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
レ
ー
ガ
ン
の
国
内
基
盤
が
固
ま
る
の
は
、
一
九
八
四
年
大
統
領
選
挙
に
圧
勝
し
て
再
選
さ
れ
た
の
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

ソ
連
の
側
も
指
導
者
の
相
次
ぐ
交
代
で
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
一
期
目
に
米
ソ
交
渉
を
前
向
き
に
進
め
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

の
登
場
は
一
九
八
五
年
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
述
の
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
国
家
安
全
保
障
会
議
（N

ational Security C
ouncil: 

　
（
一
三
一
五
）
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N
SC

）
が
安
定
す
る
の
は
、
実
に
政
権
末
期
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
対
ソ
強
硬
姿
勢
を
改
め
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
国
内
的
な
基
盤
を
固
め
た
と
こ
ろ
で
、
合
理
的
な
交
渉
相
手
（
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
）

が
登
場
し
、
そ
の
後
に
Ｎ
Ｓ
Ｃ
も
再
建
さ
れ
る
。
レ
ー
ガ
ン
の
対
ソ
外
交
の
実
態
と
イ
メ
ー
ジ
の
乖
離
は
、
二
期
目
の
後
半
に
収
斂
し
て
い

く
の
で
あ
る
。二　

政
策
プ
ロ
セ
ス

　

一
九
八
〇
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
レ
ー
ガ
ン
は
カ
ー
タ
ー
政
権
の
外
交
政
策
の
分
裂
傾
向
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
だ
が
、
そ
の
レ
ー
ガ
ン

政
権
期
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
こ
そ
史
上
最
も
非
効
率
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
、
二
期
八
年
間
で
国
家
安
全
保
障
担
当
大
統
領
補
佐
官
は
六
人
を
数

え
る（

21
）。

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
レ
ン
（R

ichard A
llen

）　

一
九
八
一―

八
二

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ラ
ー
ク
（W

illiam
 C

lark

）　

一
九
八
二―

八
三

ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン　

一
九
八
三―

八
五

ジ
ョ
ン
・
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
（John P

oindexter

）　

一
九
八
五―
八
六

フ
ラ
ン
ク
・
カ
ー
ル
ー
チ
（F

rank C
arlucci

）　

一
九
八
六―

八
七

コ
リ
ン
・
パ
ウ
エ
ル　

一
九
八
七―

八
九

　

最
近
Ｎ
Ｓ
Ｃ
に
関
す
る
浩
瀚
な
著
書
を
著
し
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ス
コ
フ
（D

avid R
othkopf

）
は
、
こ
の
六
人
の
補
佐
官
を
次
の
よ
う

に
特
徴
づ
け
て
い
る
。

　
（
一
三
一
六
）
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最
初
の
四
人
の
う
ち
、
一
人
（
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
）
は
お
そ
ら
く
最
た
る
秀
才
で
あ
っ
た
が
、
最
も
短
命
で
最
大
の
難
題
に
陥
っ
た
。

一
人
（
ク
ラ
ー
ク
）
は
最
も
経
験
に
乏
し
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
最
も
成
功
し
た
。
一
人
（
ア
レ
ン
）
は
外
交
政
策
専
門
家
の
間
で
は

最
も
知
ら
れ
愛
さ
れ
た
が
、
ま
っ
た
く
存
在
感
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
人
（
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
）
は
最
も
競
争
的
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
職
の
創
設
に
最
大
責
任
の
あ
る
一
人
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
（Jam

es F
orrestal

）
の
亡
霊
に
と
り
つ
か
れ
て
、
一
九
八

七
年
に
自
殺
を
図
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
大
統
領
に
完
全
に
見
放
さ
れ
た
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
残
る
二
人
は
、﹇
政
策
決

定
の
﹈
プ
ロ
セ
ス
を
回
復
し
、
冷
戦
自
体
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
に
、
冷
戦
後
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
形
態
と
機
能
を
定
め
た（

22
）。

　

当
を
得
た
論
評
で
あ
ろ
う
。
ア
レ
ン
が
補
佐
官
時
代
に
実
際
に
Ｎ
Ｓ
Ｃ
を
仕
切
っ
て
い
た
の
は
、
大
統
領
顧
問
の
ミ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
権

力
の
二
重
構
造
で
あ
る
。「
ア
レ
ン
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
は
、
文
書
を
綴
じ
る
こ
と
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
し
な
か
っ
た
」
と
さ
え
揶
揄

さ
れ
て
い
る（

23
）。

例
え
ば
、
一
九
八
一
年
七
月
に
開
か
れ
た
Ｎ
Ｓ
Ｃ
会
議
で
は
中
台
関
係
に
つ
い
て
広
範
に
議
論
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
ス
タ
ッ

フ
が
ま
と
め
た
メ
モ
は
わ
ず
か
二
行
と
い
う
お
粗
末
ぶ
り
で
あ
っ
た（

24
）。

他
方
、
実
権
を
握
る
ミ
ー
ス
が
外
交
の
み
な
ら
ず
内
政
も
担
当
し
て

い
た
た
め
、
重
要
案
件
の
処
理
が
遅
れ
、
権
力
中
枢
が
政
権
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
」
と
化
し
て
い
た
。

　

し
か
も
、
こ
の
時
期
に
は
、
自
己
主
張
の
強
い
ヘ
イ
グ
国
務
長
官
が
政
権
内
で
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
、
国
務
省
も
十
分
な
役
割
を
果
た
せ

な
か
っ
た
。
ヘ
イ
グ
は
ミ
ー
ス
ら
レ
ー
ガ
ン
側
近
に
つ
い
て
、「
こ
の
一
派
は
国
民
の
ム
ー
ド
に
ひ
ど
く
敏
感
で
、
大
統
領
の
人
気
の
妨
げ

に
な
り
そ
う
な
行
動
は
一
切
取
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
だ
」
と
回
想
し
て
、
批
判
し
て
い
る（

25
）。

　

ヘ
イ
グ
が
事
実
上
解
任
さ
れ
て
、
シ
ュ
ル
ツ
が
国
務
長
官
に
な
る
と
、
国
務
省
の
士
気
と
効
率
は
向
上
し
た
。
特
に
、
シ
ュ
ル
ツ
は
、
次

官
補
レ
ベ
ル
の
率
い
る
地
域
部
局
を
重
視
し
た
。
だ
が
、
こ
の
シ
ュ
ル
ツ
も
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
と
事
あ
る
毎
に
対
立
を
繰
り
返
す
。
両
者
が

意
見
の
一
致
を
み
た
数
少
な
い
争
点
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
の
推
進
反
対
と
日
米
関
係
の
強
化
で
あ
っ
た
。

　

と
り
わ
け
、
対
ソ
政
策
を
め
ぐ
る
国
務
省
と
国
防
省
と
の
対
立
は
、
ヘ
イ
グ
時
代
か
ら
深
刻
で
、
次
官
補
レ
ベ
ル
で
も
、
対
ソ
強
硬
派
の

　
（
一
三
一
七
）
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リ
チ
ャ
ー
ド
・
パ
ー
ル
（R

ichard P
erle

）
国
際
安
全
保
障
問
題
担
当
国
防
次
官
補
と
デ
タ
ン
ト
派
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ー
ト
（R

ichard 

B
urt

）
政
軍
問
題
担
当
国
務
次
官
補
の
「
二
人
の
リ
チ
ャ
ー
ド
」
が
代
理
戦
争
を
展
開
し
て
い
た
。
前
者
は
「
暗
黒
の
王
子
」
と
呼
ば
れ
、

の
ち
に
は
「
ネ
オ
コ
ン
」
の
有
力
者
と
し
て
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
イ
ラ
ク
政
策
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
後
者
は
前
述
の
「
エ

イ
ブ
ル
・
ア
ー
チ
ャ
ー
」
事
件
を
機
に
対
ソ
政
策
の
穏
健
化
を
図
っ
た
中
心
人
物
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
内
で
は
、対
ソ
交
渉
以
上
に
「
ポ

ト
マ
ッ
ク
川
を
横
断
し
て
策
略
と
か
け
引
き
が
往
復
」
し
、
米
ソ
交
渉
の
場
所
の
確
定
だ
け
で
二
ヶ
月
を
要
し
た
り
し
た（

26
）。

　

上
述
の
よ
う
に
ロ
ス
コ
フ
に
よ
れ
ば
、
ア
レ
ン
の
後
任
の
ク
ラ
ー
ク
は
「
も
っ
と
も
成
功
し
た
」
と
さ
れ
る
。
ヘ
イ
グ
へ
の
お
目
付
け
役

と
し
て
国
務
副
長
官
を
短
期
間
務
め
た
以
外
に
、
ク
ラ
ー
ク
は
外
交
経
験
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
国
務
副
長
官
就
任
の
際
の
上
院
公
聴
会

で
は
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
の
首
相
の
名
を
知
ら
な
い
な
ど
、
ク
ラ
ー
ク
は
国
際
問
題
へ
の
無
知
を
露
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
ラ
ー
ク
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
時
代
か
ら
の
レ
ー
ガ
ン
の
側
近
で
あ
り
、
大
統
領
と
の
親
密
な
関
係
こ
そ
が
彼
の
成
功
の
源
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
ク
ラ
ー
ク
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
を
拡
充
し
て
、
政
策
の
分
析
と
提
言
機
能
を
強
化
し
た
。
ク
ラ
ー
ク
は
、
軍
部
や
学
界
か

ら
保
守
派
の
論
客
を
Ｎ
Ｓ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
に
多
数
迎
え
入
れ
た
。「
悪
の
帝
国
」
演
説
な
ど
、
レ
ー
ガ
ン
の
対
ソ
強
硬
の
姿
勢
と
レ
ト
リ
ッ
ク

が
最
も
目
立
っ
た
の
は
、
こ
の
ク
ラ
ー
ク
補
佐
官
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
世
界
規
模
で
の
反
核
運
動
が
高
ま
っ
た
の
も
、
こ
の
時
期

で
あ
る
。

　

元
裁
判
官
の
ク
ラ
ー
ク
の
議
事
の
下
で
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
裁
判
所
の
審
議
に
な
ら
っ
た
流
れ
で
進
行
し
、
文
書
に
よ
る
説
明
や
記
録
が
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
問
題
は
、
ク
ラ
ー
ク
が
政
権
内
の
意
見
調
整
の
た
め
以
上
に
、
自
ら
の
主
張
の
実
現
の
た
め
に
Ｎ
Ｓ
Ｃ
を
活
用
し
た

こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
主
張
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ベ
ー
カ
ー
（Jam

es B
aker

）
首
席
補
佐

官
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ス
ト
に
危
惧
感
を
抱
か
せ
た
。
ま
た
、ク
ラ
ー
ク
は
ヘ
イ
グ
の
後
任
の
シ
ュ
ル
ツ
国
務
長
官
と
も
対
立
し
た
。
そ
こ
で
、

シ
ュ
ル
ツ
の
辞
任
を
恐
れ
た
レ
ー
ガ
ン
は
、
ク
ラ
ー
ク
を
内
務
長
官
に
横
滑
り
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
三
一
八
）
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ク
ラ
ー
ク
の
下
で
次
席
補
佐
官
を
務
め
た
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
海
兵
隊
出
身
の
能
吏
で
、
か
つ
て
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
薫
陶
を
受
け
た
リ

ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
た（

27
）。

マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
が
補
佐
官
に
昇
格
す
る
と
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
は
薄
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
彼
の
就
任
か
ら
わ
ず
か
一
週
間
後
に
、
二
四
三
人
の
海
兵
隊
員
が
ベ
イ
ル
ー
ト
で
テ
ロ
の
た
め
殺
害
さ
れ
る
大
事
件
が
発
生
し
た

こ
と
な
ど
か
ら
、
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
中
東
や
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
で
の
地
域
紛
争
の
解
決
に
精
力
を
傾
注
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、

マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
の
下
で
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
、米
ソ
軍
備
管
理
交
渉
へ
の
関
与
の
度
合
い
を
低
下
さ
せ
た
。
米
ソ
軍
備
管
理
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
は
、

マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
と
シ
ュ
ル
ツ
の
見
解
は
「
八
割
方
一
致
し
て
い
た
」
と
い
う（

28
）。

　

し
か
し
、
米
ソ
軍
備
管
理
交
渉
に
関
す
る
シ
ュ
ル
ツ
と
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
対
立
は
続
い
た
。
ま
た
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
個
人
的
に
強

い
関
心
を
持
つ
案
件
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ル
ツ
や
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
反
対
が
あ
っ
て
も
、
補
佐
官
と
し
て
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
大
統
領
の

意
向
を
支
え
続
け
た
。
Ｓ
Ｄ
Ｉ
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
が
政
権
の
末
期
ま
で
米
ソ
軍
備
管
理
・
軍
縮
交
渉
を
阻
害
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
Ｎ
Ｓ
Ｃ
ス
タ
ッ
フ
を
三
倍
増
し
た
が
、
そ
の
中
に
オ
リ
バ
ー
・
ノ
ー
ス
（O

liver N
orth

）
中
佐
が
含
ま

れ
て
お
り
、
や
が
て
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
と
い
う
一
大
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
惹
起
す
る
。
イ
ラ
ン
へ
の
武
器
売
却
に
よ
る
資
金
で
、
ニ
カ

ラ
グ
ア
の
反
政
府
勢
力
を
支
援
す
る
と
い
う
、
議
会
の
禁
止
し
た
不
法
活
動
を
、
ノ
ー
ス
を
中
心
に
し
て
Ｎ
Ｓ
Ｃ
が
密
か
に
進
め
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

一
九
八
六
年
一
月
に
、
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
ド
ナ
ル
ド
・
リ
ー
ガ
ン
（D

onald R
egan

）
大
統
領
首
席
補
佐
官
と
衝
突
し
て
、
辞
任
し
た
。

そ
の
後
に
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
が
発
覚
す
る
と
、
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
議
会
の
調
査
委
員
会
に
召
喚
さ
れ
る
前
に
薬
物
自
殺
を
図
っ
た
。

初
代
国
防
長
官
を
務
め
て
、
そ
の
後
に
自
殺
を
遂
げ
た
フ
ォ
レ
ス
タ
ル
を
想
起
さ
せ
る
事
件
で
あ
っ
た（

29
）。

　

イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
秘
密
工
作
は
、
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
の
後
任
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
提
督
の
下
で
、
本
格
的
に
進
行
し
て
い
っ
た
。
ポ
イ

　
（
一
三
一
九
）
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ン
デ
ク
ス
タ
ー
は
メ
デ
ィ
ア
に
ほ
と
ん
ど
姿
を
見
せ
ず
「
黒
子
」
に
徹
し
て
、
議
会
と
の
関
係
も
円
滑
を
欠
い
た
。
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事

件
が
露
見
す
る
と
、
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
は
ノ
ー
ス
中
佐
と
と
も
に
非
難
の
的
と
な
り
、
解
任
さ
れ
た
。
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
は
の
ち
に
偽

証
罪
で
有
罪
と
な
る
が
、
最
後
ま
で
事
件
へ
の
大
統
領
の
関
与
を
否
定
し
て
レ
ー
ガ
ン
を
守
っ
た（

30
）。

　

こ
の
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
こ
そ
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
最
大
の
危
機
で
あ
っ
た
。

　

レ
ー
ガ
ン
は
よ
う
や
く
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
立
て
直
し
に
本
腰
を
入
れ
、
カ
ー
ル
ー
チ
と
続
く
パ
ウ
エ
ル
の
代
に
な
っ
て
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
安
定
を
回
復

す
る
。
八
七
年
に
米
ソ
交
渉
に
消
極
的
な
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
国
防
長
官
を
辞
任
し
、
八
八
年
に
大
統
領
選
に
出
馬
の
意
向
だ
っ
た
大
物
の

ハ
ワ
ー
ド
・
ベ
ー
カ
ー
（H

ow
ard B

aker

）
前
上
院
議
員
が
大
統
領
主
席
補
佐
官
に
な
っ
て
、
国
務
省
、
国
防
省
、
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
関
係
、
さ

ら
に
行
政
府
＝
立
法
府
関
係
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
。
実
に
政
権
の
末
期
で
あ
る（

31
）。

　

カ
ー
ル
ー
チ
や
パ
ウ
エ
ル
が
起
用
さ
れ
た
政
権
の
末
期
に
は
、
高
齢
の
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
政
策
関
与
は
か
な
り
後
退
し
て
い
た
（
す
で

に
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
が
進
行
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
）。
そ
の
分
、
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
過
剰
な
レ
ト
リ
ッ
ク
も
後
退
し
、
有
能
な
実

務
レ
ベ
ル
で
政
策
を
調
整
・
推
進
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
で
威
信
を
傷
つ
け
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
に
と
っ
て
、
ソ
連
と
の
軍
縮
交
渉
の
進
展
は
政
権
浮
揚
の
好
機
で

も
あ
っ
た
。
対
ソ
攻
勢
の
一
環
と
し
て
第
三
世
界
に
介
入
し
た
こ
と
が
、
対
ソ
関
係
改
善
の
誘
因
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
権

の
末
期
に
至
っ
て
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
と
し
て
も
歴
史
的
成
果
を
挙
げ
る
必
要
性
も
高
ま
っ
た
。
保
守
派
は
Ｉ
Ｎ
Ｆ
条
約
調
印
で
、
レ
ー
ガ

ン
を
「
第
二
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
」
に
喩
え
た
。
だ
が
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
ソ
連
軍
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
撤
退
を
宣
言
し
て
、
レ
ー
ガ
ン
の
期

待
に
応
え
た
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
は
「
第
二
の
ヒ
ト
ラ
ー
（A

dolf H
itler

）」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
退
任
時
に
は
、
レ
ー

ガ
ン
は
支
持
率
を
六
八
％
に
ま
で
回
復
し
て
い
た
。

　

イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
に
際
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
タ
ワ
ー
（John Tow

er

）
上
院
議
員
を
委
員
長
に
す
る
調
査
委
員
会
が
報
告
書
を
ま

　
（
一
三
二
〇
）
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と
め
た
が
、
そ
れ
は
カ
ー
ル
ー
チ
や
パ
ウ
エ
ル
に
と
っ
て
Ｎ
Ｓ
Ｃ
立
て
直
し
の
指
針
や
正
当
性
の
源
泉
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
次
の
ジ
ョ
ー

ジ
・
Ｈ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge H
. B

ush

）
政
権
で
の
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
青
写
真
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る（

32
）。

こ
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
国
家
安
全
保
障

担
当
大
統
領
補
佐
官
を
務
め
た
ブ
レ
ン
ト
・
ス
コ
ウ
ク
ロ
フ
ト
（B

rent Scow
croft

）
将
軍
は
、
タ
ワ
ー
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で

あ
っ
た
。

　

マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
は
レ
ー
ガ
ン
の
外
交
を
「
知
識
は
少
な
く
て
も
成
果
は
莫
大
」
と
評
し
た
。
だ
が
、
ロ
ス
コ
フ
が
厳
し
く
指
摘
す
る
よ

う
に
、
外
交
政
策
で
国
民
の
自
信
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
実
際
の
成
果
に
か
か
わ
り
な
く
成
功
と
目
さ
れ
る
。
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト

ラ
事
件
が
露
呈
す
る
頃
ま
で
の
レ
ー
ガ
ン
外
交
は
、
む
し
ろ
そ
の
好
例
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
課
題
に
対

処
す
る
た
め
に
は
、
外
交
政
策
決
定
過
程
の
再
構
築
が
必
要
で
あ
り
、
末
期
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
に
期
せ
ず
し
て
着
手

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

33
）。

三　

誰
が
冷
戦
を
終
わ
ら
せ
た
の
か

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
党
派
性
の
濃
い
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

　

レ
ー
ガ
ン
の
盟
友
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
元
イ
ギ
リ
ス
首
相
な
ど
は
、「
一
発
の
銃
声
を
発
す
る
こ
と

も
な
く
、
レ
ー
ガ
ン
が
冷
戦
に
勝
利
し
た
」
と
絶
賛
し
、
浩
瀚
な
著
書
を
「
世
界
が
多
く
を
負
う
」
レ
ー
ガ
ン
に
捧
げ
て
い
る（

34
）。

タ
カ
派
の

レ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
右
派
の
批
判
に
耐
え
抜
い
て
ソ
連
と
Ｉ
Ｎ
Ｆ
条
約
の
調
印
・
批
准
を
達
成
で
き
た
と
見
る
保
守
派
の
多
い（

35
）。

確
か
に
、
レ
ー
ガ
ン
は
冷
戦
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
た
し
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
に
固
執
し
て
ソ
連
を
妥
協
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、

ソ
連
の
嫌
う
査
察
を
Ｉ
Ｎ
Ｆ
条
約
に
明
確
に
盛
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
（
一
三
二
一
）
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他
方
で
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
中
に
は
、
す
で
に
ソ
連
の
経
済
と
社
会
は
疲
弊
の
極
に
達
し
て
お
り
、
レ
ー
ガ
ン
は
登
場
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
恵

ま
れ
た
だ
け
だ
と
す
る
者
も
あ
る（

36
）。

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
政
権
に
つ
い
た
一
九
八
五
年
の
段
階
で
、
例
え
ば
、
ソ
連
で
の
電
話
の
普
及
率
は
都

市
部
で
二
七
％
、
農
村
で
は
九
％
、
パ
ソ
コ
ン
の
保
有
台
数
も
ア
メ
リ
カ
の
五
万
台
に
対
し
て
、
ソ
連
の
そ
れ
は
わ
ず
か
三
〇
〇
〇
台
と
い

う
実
情
で
あ
っ
た
。
リ
ベ
ラ
ル
派
の
国
際
政
治
学
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
は
、
む
し
ろ
、「
冷
戦
終
結
の
最
重
要
の
直
接
的
な
原
因
は
、
ミ
ハ

エ
ル
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
い
う
個
人
で
あ
る
」
と
し
て
い
る（

37
）。

　

レ
ー
ガ
ン
が
執
着
し
続
け
た
Ｓ
Ｄ
Ｉ
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
意
見
が
分
か
れ
る
。

　

一
方
で
、
ソ
連
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ベ
ス
ス
メ
ル
ト
ヌ
イ
フ
（A

lexander B
essm

ertnykh

）
元
外
相
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
を
は
じ
め
と
す

る
レ
ー
ガ
ン
の
軍
拡
攻
勢
が
「
ソ
連
の
没
落
を
加
速
し
た
」
と
認
め
て
お
り
、
ま
た
、
ソ
連
の
外
交
専
門
家
で
の
ち
に
駐
米
大
使
を
務
め
た

ウ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル
・
ラ
ヒ
ム
（V

ladim
ir L

ukhim

）
も
、「
Ｓ
Ｄ
Ｉ
が
わ
が
国
の
破
局
を
少
な
く
と
も
五
年
早
め
た
の
は
明
ら
か
だ
」
と
語

っ
て
い
る（

38
）。

　

他
方
で
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
自
身
は
、
ソ
連
の
崩
壊
と
Ｓ
Ｄ
Ｉ
と
の
直
接
的
な
関
係
を
認
め
て
い
な
い
し
、
ア
メ
リ
カ
の
学
者
の
中
に
も
、

レ
ー
ガ
ン
の
Ｓ
Ｄ
Ｉ
へ
の
固
執
が
む
し
ろ
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
妥
協
を
困
難
に
し
、
米
ソ
の
和
解
を
遅
ら
せ
た
と
見
る
向
き
も
あ
る（

39
）。

　

お
そ
ら
く
、
こ
う
し
た
論
争
は
今
後
も
続
く
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
以
下
の
三
点
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
、
五
十
嵐
武
士
の
分
析
す
る
よ
う
に
、「
レ
ー
ガ
ン
が
自
ら
打
ち
出
し
た
軍
備
管
理
政
策
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
計
画
に
し
ろ
レ
イ
キ
ャ
ヴ
ィ

ク
の
首
脳
会
談
で
の
核
兵
器
廃
絶
提
案
に
し
ろ
、
専
門
家
の
常
識
を
無
視
し
た
『
非
常
識
』
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
既
存
の
軍
備

管
理
政
策
を
再
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
く
し
た
」
の
で
あ
る（

40
）。

確
か
に
、レ
ー
ガ
ン
が
Ｓ
Ｄ
Ｉ
に
固
執
し
た
こ
と
で
米
ソ
交
渉
は
遅
延
し
た
が
、

そ
れ
な
し
に
は
米
ソ
交
渉
は
技
術
的
な
軍
備
管
理
に
と
ど
ま
り
、
史
上
初
の
核
軍
縮
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
一
三
二
二
）
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次
に
、
数
度
の
首
脳
会
談
で
レ
ー
ガ
ン
と
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
築
い
た
相
互
の
信
頼
関
係
は
、
新
冷
戦
の
終
焉
と
冷
戦
の
終
結
に
、
重
要
な

意
義
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
九
八
五
年
一
一
月
に
、
レ
ー
ガ
ン
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
の
最
初
の
首
脳
会
談
に
臨
ん
だ
。
米
ソ
首
脳
会
談
は
実
に
六
年

半
ぶ
り
で
あ
り
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
で
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
印
象
を
レ
ー
ガ
ン
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　

そ
の
朝
、
曇
っ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
空
の
下
で
起
こ
っ
た
事
態
の
皮
肉
さ
は
、
私
に
も
分
か
っ
て
い
た
。
私
は
人
生
の
多
く
の
時
間
を
、

ア
メ
リ
カ
や
自
由
世
界
に
対
す
る
共
産
主
義
の
脅
威
に
つ
い
て
警
告
を
発
す
る
こ
と
に
費
や
し
て
き
た
。
政
治
的
敵
対
派
は
、
私
が
サ

ー
ベ
ル
を
が
ち
ゃ
つ
か
せ
る
武
力
優
先
主
義
者
で
極
右
だ
と
見
な
し
た
。
私
は
ソ
連
を
〝
悪
の
帝
国
〞
と
呼
ん
で
い
た
。

　

今
、
そ
の
私
が
ク
レ
ム
リ
ン
と
の
交
渉
を
開
始
し
、
ソ
連
最
高
指
導
者
に
温
か
い
微
笑
と
と
も
に
手
を
差
し
伸
べ
た
の
だ
。

　

そ
れ
で
も
私
は
、
自
分
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
何
か
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
だ
っ
た
。

そ
れ
も
よ
い
方
向
へ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る（

41
）。

　

そ
の
後
も
米
ソ
交
渉
は
難
航
す
る
が
、
レ
ー
ガ
ン
の
こ
の
楽
観
主
義
と
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
へ
の
個
人
的
な
信
頼
感
は
不
変
で
あ
っ
た
。
デ
タ

ン
ト
期
の
米
ソ
交
渉
が
一
方
的
に
ソ
連
を
利
し
た
、
と
レ
ー
ガ
ン
は
批
判
し
て
き
た
が
、
結
局
は
レ
ー
ガ
ン
の
対
ソ
外
交
も
交
渉
に
比
重
を

移
す
こ
と
で
成
果
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
冷
戦
と
い
う
事
実
上
の
第
三
次
世
界
大
戦
は
、
米
ソ
間
だ
け
で
戦
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
四
〇
年
に
わ
た
る
西
側
諸
国
の
団

結
と
協
力
や
、
ソ
連
圏
内
で
も
「
連
帯
」
の
よ
う
な
反
政
府
組
織
や
個
人
が
果
た
し
た
役
割
を
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

42
）。

さ
ら

に
言
え
ば
、
レ
ー
ガ
ン
の
嫌
悪
し
た
カ
ー
タ
ー
の
人
権
外
交
が
東
側
の
反
政
府
活
動
に
与
え
た
影
響
も
ま
た
、
少
な
く
は
な
い
。

　

レ
ー
ガ
ン
や
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
個
人
的
役
割
は
重
要
だ
が
、
冷
戦
の
終
焉
を
彼
ら
の
役
割
に
還
元
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
、
も
と
よ
り

限
界
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
ー
ガ
ン
の
個
人
的
な
役
割
を
過
度
に
重
視
し
た
り
、
逆
に
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
否
定
し
た
り
す
る
議

　
（
一
三
二
三
）
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論
が
横
行
す
る
と
こ
ろ
に
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
党
派
的
な
政
治
状
況
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

四　

日
米
関
係
へ
の
意
義

　

レ
ー
ガ
ン
政
権
期
に
は
、
日
米
安
全
保
障
関
係
が
大
幅
に
強
化
さ
れ
た
。
だ
が
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
安
全
保

障
政
策
に
と
っ
て
、
対
日
政
策
は
重
要
だ
が
部
分
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
レ
ー
ガ
ン
と
中
曽
根
が
個
人
的
な
信
頼
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
の
意
義
は
少
な
く
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
レ
ー
ガ
ン
の
対

ソ
戦
略
に
、
中
曽
根
が
意
図
的
に
日
米
同
盟
関
係
を
連
動
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
小
さ
な
政
府
」
や
反
共
主
義
と
い
っ
た
レ
ー
ガ
ン

の
基
本
理
念
を
、
中
曽
根
も
概
ね
共
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
当
時
の
日
本
は
、
国
際
経
済
の
中
で
一
層
重
要
性
を
増
し
て
い
た
。
こ
の
日
本
経
済
の
戦
略
的
重
要
性
に
早
く
か
ら
着
目
し
て

い
た
の
が
、
財
界
出
身
の
シ
ュ
ル
ツ
で
あ
る
。
米
中
ソ
戦
略
関
係
を
重
視
す
る
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
流
の
ヘ
イ
グ
か
ら
、
こ
の
シ
ュ
ル
ツ
に
国

務
長
官
が
交
替
し
た
こ
と
が
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
対
ア
ジ
ア
政
策
の
転
機
と
見
ら
れ
て
い
る（

43
）。

彼
は
安
倍
晋
太
郎
外
相
と
も
親
交
が
深
か
っ

た
。
他
方
、
極
東
ソ
連
軍
の
増
強
を
背
景
に
し
て
、
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
国
防
長
官
も
、
日
米
韓
の
戦
略
関
係
の
強
化
を
図
っ
て
い
た
。
彼
も

加
藤
紘
一
、
栗
原
祐
幸
と
い
う
二
人
の
防
衛
庁
長
官
と
は
親
し
か
っ
た
。
犬
猿
の
仲
の
国
務
長
官
と
国
防
長
官
だ
が
、
日
米
関
係
の
戦
略
的

重
視
で
は
原
則
的
な
意
見
の
一
致
を
み
た
の
で
あ
る
。
中
曽
根
が
外
相
や
防
衛
庁
長
官
を
あ
ま
り
交
代
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
効
用
と
も
い

え
る
。

　

こ
の
原
則
的
一
致
を
積
極
的
に
支
え
具
体
的
な
政
策
に
つ
な
い
で
い
っ
た
の
が
、Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
ガ
ス
ト
ン
・
シ
グ
ー
ル
（G

aston Sigur

）
や
、

国
防
省
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
（R

ichard A
rm

itage

）、
国
務
省
の
ポ
ー
ル
・
ウ
ォ
ル
ホ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（P

aul W
olfow

itz

）
ら
上

　
（
一
三
二
四
）
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級
実
務
レ
ベ
ル
の
官
僚
た
ち
で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
、
先
述
の
よ
う
に
、
政
権
末
期
ま
で
Ｎ
Ｓ
Ｃ
は
有
効
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
上

級
実
務
グ
ル
ー
プ
は
、
自
分
た
ち
の
間
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
な
け
れ
ば
、
国
務
・
国
防
両
長
官
の
対
立
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
危
惧
感
を
抱
い
て
い
た
。
因
み
に
、
ほ
と
ん
ど
坊
主
頭
の
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
「
散
発
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
時

は
、
シ
グ
ー
ル
、
ウ
ォ
ル
ホ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
の
緊
急
の
秘
密
会
合
と
い
う
意
味
だ
っ
た
と
い
う（

44
）。

　

米
ソ
軍
備
管
理
・
軍
縮
交
渉
に
関
し
て
は
、
両
省
の
対
立
は
長
官
レ
ベ
ル
か
ら
次
官
補
レ
ベ
ル
ま
で
負
の
連
動
を
示
し
た
。
ア
メ
リ
カ
に

と
っ
て
の
日
本
の
戦
略
的
副
次
性
が
逆
に
、
こ
う
し
た
上
級
実
務
レ
ベ
ル
で
の
積
極
的
調
整
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
大
物
」
駐
日
大
使
の
マ
イ
ク
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
（M

ike M
ansfield

）
の
存
在
も
、
重
要
で
あ
っ
た
。
時
に
は
「
駐
日

日
本
大
使
」
と
揶
揄
さ
れ
な
が
ら
も
、
元
民
主
党
上
院
院
内
総
務
の
大
使
は
、
日
米
関
係
が
連
邦
議
会
で
政
治
化
す
る
こ
と
を
抑
制
し
た
。

ま
た
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
対
ソ
強
硬
路
線
に
異
和
感
を
抱
く
日
本
の
対
米
世
論
形
成
で
も
、
こ
の
長
老
政
治
家
は
一
種
の
安
定
剤
の
役
割
を
果

し
た（

45
）。

大
使
が
こ
う
し
た
大
き
な
役
割
を
果
せ
た
こ
と
は
、
こ
の
「
世
界
で
最
も
重
要
な
二
国
間
関
係
」（
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
）
の
戦
略

的
副
次
性
を
、
や
は
り
逆
説
的
に
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
と
の
比
較

　

最
後
に
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
と
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
を
、
人
事
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
政
策
プ
ロ
セ
ス
の
三
点
か
ら
、
簡
単
に
比
較
し
て

み
よ
う
。

　

ま
ず
、
人
事
面
で
は
、
両
者
に
は
明
確
な
連
続
性
が
あ
る
。
パ
ウ
エ
ル
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
で
最
後
の
国
家
安
全
保
障
担
当
大
統
領
補
佐
官

を
、
そ
し
て
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
一
期
目
で
は
国
務
長
官
を
務
め
て
い
る
。
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
は
前
者
で
国
際
安
全
保
障
問
題
担
当
の
国

　
（
一
三
二
五
）
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防
次
官
補
を
、
後
者
で
は
国
務
副
長
官
を
務
め
て
い
る
。
ウ
ォ
ル
ホ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
前
者
で
東
ア
ジ
ア
担
当
国
務
次
官
補
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大

使
、
後
者
で
は
国
防
副
長
官
で
あ
っ
た
。「
暗
黒
の
王
子
」
リ
チ
ャ
ー
ド
・
パ
ー
ル
も
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
で
は
国
際
安
全
保
障
政
策
担
当
国

防
次
官
補
を
務
め
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
一
期
目
に
は
、
閣
外
の
諮
問
機
関
と
は
い
え
国
防
政
策
諮
問
委
員
会
の
委
員
長
の
任
に
あ

っ
て
、
イ
ラ
ク
戦
争
を
推
進
し
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
デ
ィ
ッ
ク
・
チ
ェ
イ
ニ
ー
（D

ick C
heney

）
副
大
統
領
も
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で

少
数
党
た
る
共
和
党
の
下
院
院
内
幹
事
を
経
験
し
て
い
る
。

　

彼
ら
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
も
対
ソ
政
策
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
対
立
し
た
が
、
冷
戦
と
湾
岸
戦
争
の
戦
勝
感
を
経
て
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ

シ
ュ
政
権
下
で
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
や
中
東
政
策
を
め
ぐ
っ
て
再
び
熾
烈
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

強
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
帯
び
て
お
り
、
自
ら
の
道
義
的
優
位
を
確
信
し
て
い
る
点
で
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
と
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の

類
似
性
は
高
い
。
同
じ
共
和
党
政
権
で
も
、
両
者
の
間
に
位
置
す
る
Ｇ
・
Ｈ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge H
. B

ush

）
政
権
は
、
没
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
と
Ｇ
・
Ｈ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
と
の
大
き
な
相
違
は
、
前
者
で
は
力
の
優

位
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
常
戦
力
で
は
ソ
連
に
劣
勢
で
あ
っ
た
が
、
後
者
は
ア
メ
リ
カ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
力
の
優
位
が
明

確
な
現
実
的
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、
共
和
党
内
で
保
守
派
が
主
流
に
転
じ
て
い
た
。「
悪
の
帝
国
」
が
滅
ん
だ
の
ち
に
は
、
彼
ら
の
主
要

関
心
は
外
交
よ
り
も
内
政
に
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
彼
ら
が
強
い
関
心
を
示
し
た
の
が
、
銃
規
制
や
人
工
中
絶
、
同
姓
婚
と
い
っ
た
「
モ
ラ

ル
・
イ
ッ
シ
ュ
ー
」
で
あ
る
。

　

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
一
期
目
に
は
、
九
・
一
一
の
衝
撃
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
観
を
力
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
ネ
オ
コ
ン
」

が
、
一
時
的
に
影
響
力
を
拡
大
し
た
。
保
守
派
の
中
で
も
「
ネ
オ
コ
ン
」
知
識
人
は
、
内
政
よ
り
外
交
に
関
心
が
高
い
。
ス
コ
ウ
ク
ロ
フ
ト

や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ベ
ー
カ
ー
ら
共
和
党
穏
健
派
の
長
老
た
ち
に
は
、「
ネ
オ
コ
ン
」
路
線
は
世
界
を
一
挙
に
改
変
し
よ
う
と
す
る
無
謀
な
「
ト

　
（
一
三
二
六
）
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ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
」
と
映
じ
た（

46
）。

だ
が
、
イ
ラ
ク
戦
争
後
の
混
迷
で
、「
ネ
オ
コ
ン
」
勢
力
は
明
ら
か
に
退
潮
し
て
い
る（

47
）。

他
方
、
共
和
党
穏
健
派
も
、
与
党
と
し
て
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
を
支
持
し
な
が
ら
、
そ
の
方
向
転
換
を
促
す
と
い
う
、
苦
し
い
立
場
に

あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
今
後
の
外
交
は
、
再
び
内
政
に
大
き
な
拘
束
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

最
後
に
政
策
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

　

イ
ラ
ク
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
、
一
期
目
の
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
も
、
国
務
省
と
国
防
省
の
対
立
は
熾
烈
を
き
わ
め
た
。
国
家
安
全
保

障
担
当
大
統
領
補
佐
官
の
コ
ン
ド
リ
ー
サ
・
ラ
イ
ス
（C

ondoleezza R
ice

）
は
、
本
来
両
者
の
調
整
の
任
に
あ
っ
た
が
、
大
統
領
へ
の
個

人
的
な
忠
誠
を
第
一
義
の
課
題
と
し
た
。
こ
の
点
で
は
、
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
に
似
て
い
る
。
逆
に
、
パ
ウ
エ
ル
国
務
長
官

は
自
身
の
高
い
信
望
を
過
信
し
て
大
統
領
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
に
失
敗
し
、二
期
目
に
は
失
意
の
う
ち
に
政
権
を
去
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、

同
じ
軍
人
出
身
の
ヘ
イ
グ
に
似
て
い
る
。

　

レ
ー
ガ
ン
政
権
も
、
二
期
目
に
は
過
激
な
対
ソ
対
決
調
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
内
政
は
「
レ

ー
ガ
ン
革
命
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
で
は
単
独
主
義
的
な
外
交
が
「
ブ
ッ
シ
ュ
革
命
」
と
称
さ
れ
た
。「
レ
ー
ガ
ン

革
命
」
が
実
は
斬
新
的
で
、
し
か
も
頓
挫
し
た
よ
う
に
、「
ブ
ッ
シ
ュ
革
命
」
に
も
、
二
期
目
で
は
変
化
が
見
ら
れ
る（

48
）。

　

そ
こ
で
は
、
政
権
の
二
期
目
で
国
務
長
官
に
転
じ
た
ラ
イ
ス
の
役
割
が
、
一
層
重
要
に
な
る
。
し
か
も
、
ラ
イ
ス
下
の
国
務
省
首
脳
は
ロ

バ
ー
ト
・
ゼ
ー
リ
ッ
ク
（R

obert Z
oellick

）
副
長
官
や
ニ
コ
ラ
ス
・
バ
ー
ン
ズ
（N

icholas B
urns

）
次
官
（
政
策
担
当
）
な
ど
、
伝
統

的
な
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
ト
か
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る（

49
）。

国
務
省
を
中
心
に
穏
健
派
が
復
権
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
し
、
ラ
イ
ス

が
国
務
省
の
組
織
運
営
を
犠
牲
に
し
て
大
統
領
へ
の
忠
誠
に
固
執
す
れ
ば
、
こ
れ
も
む
ず
か
し
く
な
ろ
う（

50
）。

　

ま
た
、
二
期
目
の
半
ば
に
至
っ
た
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、
す
で
に
様
々
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト

ラ
事
件
を
機
に
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
政
策
プ
ロ
セ
ス
を
再
建
し
た
よ
う
に
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
国
務
・
国
防
両
省
と
Ｎ
Ｓ
Ｃ
と
の
安

　
（
一
三
二
七
）
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定
的
な
関
係
を
構
築
で
き
る
か
否
か
が
鍵
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
に
は
、
末
期
の
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に
比
べ
て
、
Ｇ
・
Ｗ
・

ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
支
持
率
は
極
端
に
低
い
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
と
て
最
後
に
は
ソ
連
と
の
交
渉
を
通
じ
て
外
交
目
標
を
達
成
し
た
の
で
あ
り
、「
力
に
よ
る
平
和
」
一
辺
倒

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
だ
が
、
共
和
党
保
守
派
に
と
っ
て
、
レ
ー
ガ
ン
は
力
と
信
念
に
基
づ
く
外
交
を
推
進
し
た
象
徴
的
存
在

に
な
っ
て
い
る
。
共
和
党
保
守
派
の
目
下
の
苦
境
が
、
レ
ー
ガ
ン
の
神
話
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

レ
ー
ガ
ン
は
か
つ
て
家
族
の
絆
な
ど
伝
統
的
価
値
を
強
調
し
て
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
政
治
」
を
展
開
し
た
が
、
か
く
て
レ
ー
ガ
ン
自
身
が

「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
政
治
」
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）　
『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
二
月
二
〇
日
、『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
三
月
六
日
。
因
み
に
、「
史
上
最
も
偉
大
な
ア
メ
リ
カ
大
統
領
」
の
二
位
は
ケ
ネ
デ
ィ
の

一
六
％
、
三
位
は
リ
ン
カ
ー
ン
の
一
四
％
で
あ
っ
た
。

（
2
）　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、 Lou C
annon, R

ea
ga

n
  (N

Y: G
. P. P

utnam
’s, 1983); G

ary W
ills, R

ea
ga

n
’s A

m
erica

: In
n

ocen
ts a

t H
om

e (N
Y: D

oubleday, 

1987); C
annon, P

resid
en

t R
ea

ga
n

: H
is R

ole to P
ow

er  (N
Y: Sim

on and Schuster, 1991); Stephen K
nott and Jeffery C

hidester, T
h

e R
ea

ga
n

 Yea
rs 

(N
Y: C

heckm
ark B

ooks, 2005); G
il T

roy, M
orn

in
g in

 A
m

erica
: H

ow
 R

on
a

ld
 R

ea
ga

n
 In

ven
ted

 th
e 1980s (P

rinceton: P
rinceton U

niversity P
ress, 

2005); E
dm

und M
orris, D

u
tch

: A
 M

em
oir of R

on
a

ld
 R

ea
ga

n
  (N

Y: R
andom

 H
ouse, 1999).  

モ
リ
ス
の
書
は
レ
ー
ガ
ン
自
身
が
許
可
し
た
公
式
の
伝
記
だ

が
、
架
空
の
人
物
の
目
を
通
し
て
レ
ー
ガ
ン
の
人
生
を
追
う
と
い
う
筆
法
が
、
多
く
の
批
判
を
招
い
た
。 

ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
（
尾
崎
浩
訳
）『
わ
が
ア
メ
リ
カ
ン

ド
リ
ー
ム―

レ
ー
ガ
ン
回
想
録
』（
読
売
新
聞
社
一
九
九
三
年
）
も
参
照
。

（
3
）　

キ
ャ
ス
パ
ー
・
Ｗ
・
ワ
イ
ン
バ
ー
ガ
ー
（
角
間
隆
訳
）『
平
和
へ
の
闘
い
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
五
年
）
の
第
八
章
「
日
米
防
衛
関
係
」、G

eorge P. Shultz, 

Tu
rm

oil a
n

d
 Triu

m
p

h
: M

y Yea
rs A

s S
ecreta

ry of S
ta

te  (N
Y: Scriber, 1993), chapter 13 “Japan: Strategic P

artner and E
conom

ic P
ow

er. ”  

し
か
し
、

こ
の
シ
ュ
ル
ツ
の
伝
記
で
さ
え
、「
ロ
ン
・
ヤ
ス
」
関
係
は
「
ロ
ン
・
ヤ
ズ
」
関
係
と
誤
記
さ
れ
て
い
る
（
一
七
九
ペ
ー
ジ
）。

（
4
）　

首
相
時
代
を
扱
っ
た
中
曽
根
の
著
作
と
し
て
は
、『
政
治
と
人
生
』（
講
談
社
、
年
）『
天
地
有
情―

五
十
年
の
戦
後
政
治
を
語
る
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
六
年
）、

『
自
省
録
』（
新
潮
社
、
年
）、『
日
本
の
総
理
学
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
世
界
平
和
研
究
所
編
『
中
曽
根
内
閣
史
』
全
五
巻
（
世
界

　
（
一
三
二
八
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平
和
研
究
所
、
一
九
九
六
年
）
は
、
中
曽
根
内
閣
研
究
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
添
谷
芳
秀
『
日
本
の
ミ
ド
ル
・
パ
ワ
ー
外
交
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、

二
〇
〇
五
年
）
は
、
中
曽
根
外
交
が
「
非
核
中
級
国
家
」
を
目
標
と
し
て
い
た
と
す
る
再
評
価
論
で
あ
る
。

（
5
）　

D
avid

 R
oth

kop
f, R

u
n

n
in

g th
e W

orld
: T

h
e In

sid
e S

tory
 of th

e N
a

tion
a

l S
ecu

rity
 C

ou
n

cil a
n

d
 th

e A
rch

itects of A
m

erica
n

 P
ow

er  (N
Y: 

P
ublic A

ffairs, 2005), p.223.

（
6
）　

佐
々
木
毅
『
ア
メ
リ
カ
の
保
守
と
リ
ベ
ラ
ル
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
三
年
）、
二
二―

二
三
ペ
ー
ジ
。

（
7
）　

五
十
嵐
武
士
『
政
策
革
新
の
政
治
学―

レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
ア
メ
リ
カ
政
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）、
八―

九
ペ
ー
ジ
。

（
8
）　

K
nott and C

hidester, op
. cit., p. 65.

（
9
）　

John E
hrm

an, T
h

e E
igh

ties: A
m

erica
 in

 th
e A

ge of R
ea

ga
n

  (N
ew

 H
aven: Yale U

niversity P
ress, 2005), p.206.

（
10
）　

N
ew

 York T
im

es, N
ovem

ber 10, 1988.

（
11
）　
「
悪
の
枢
軸
」
演
説
の
ス
ピ
ー
チ
・
ラ
イ
タ
ー
を
務
め
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
フ
ラ
ム
（D

avid F
rum

）
は
、
イ
ラ
ク
で
の
体
制
変
革
を
望
む
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
内
の
「
ネ

オ
コ
ン
」
の
見
解
を
代
弁
し
て
い
た
と
い
う
。D

avid F
rum

, T
h

e R
igh

t M
a

n
  (N

Y: R
andom

 H
ouse, 2002), pp. 225

‒45.

（
12
）　

ア
ラ
ン
・
ブ
ル
ー
ム
（
菅
野
盾
樹
訳
）『
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
イ
ン
ド
の
終
焉
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
八
年
）
一
四
七―

四
八
ペ
ー
ジ
。

（
13
）　

“T
he C

rusade for F
reedom

, ” A
ddress to B

ritish P
arliam

ent, June 8, 1982, in P
u

blic P
a

p
ers of th

e P
resid

en
ts of th

e U
n

ited
 S

ta
tes, R

on
a

ld
 

R
ea

ga
n

, 1983, B
ook I (D

C
: G

overnm
ent P

rinting O
ffice, 1983).  

以
下
、P

P
P

と
略
。

（
14
）　

A
ddress on Soviet A

ttack on K
orean F

light 007, Septem
ber 5, 1983, in P

P
P, 1984.

（
15
）　

コ
リ
ン
・
パ
ウ
エ
ル
（
鈴
木
主
税
訳
）『
マ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
﹇
パ
ウ
エ
ル
自
伝
﹈―

ワ
シ
ン
ト
ン
時
代
編　

1977

‒1989

』（
角
川
文
庫
、

二
〇
〇
一
年
）、
二
〇
八―

二
〇
九
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、F

rancis F
itzG

erald, W
a

y ou
t T

h
ere in

 th
e B

lu
e: R

ea
ga

n
, S

ta
r W

a
rs a

n
d

 th
e E

n
d

 of th
e C

old
 W

a
r  (N

Y: Touchstone, 

2000) 

を
参
照
。

（
17
）　

Ibid
.

（
18
）　

“T
he U

.S.-Soviet R
elationship, ” January 16, 1984, P

P
P, 1985.

（
19
）　

G
eorge Shultz, Statem

ent at the C
D

E
 in Stockholm

, January 17, 1984, D
ep

a
rtm

en
t of S

ta
te B

u
lletin

  (M
arch 1984), pp. 34

‒36.

（
20
）　

B
eth A

. F
isher, T

h
e R

ea
ga

n
 R

eversa
l: F

oreign
 P

olicy a
n

d
 th

e E
n

d
 of th

e C
old

 W
a

r  (C
olum

bia and L
ondon: U

niversity of M
issouri P

ress, 
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号

1997), p. 109.
（
21
）　

こ
れ
を
テ
ー
マ
に
し
た
日
本
語
で
の
研
究
と
し
て
は
、
中
村
陽
一
「
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
国
家
安
全
保
障
会
議
シ
ス
テ
ム
」
㈠
〜
㈢
『
法
学
新
報
』
一
九
九
六
年

九
・
一
〇
月
号
、
九
七
年
二
月
号
、
九
七
年
四
月
号
が
詳
し
い
。

（
22
）　

R
othkopf, op

. cit., p. 258.

（
23
）　

C
olin C

am
pbell, M

a
n

a
gin

g P
resid

en
cy  (1986), p. 107.

（
24
）　

N
ew

 York T
im

es, O
ctober 19, 1981.

（
25
）　

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
Ｍ
・
ヘ
イ
グ
『
警
告
』（
上
）
二
〇
九
ペ
ー
ジ
。

（
26
）　

ス
ト
ロ
ー
ブ
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
『
米
ソ
戦
略
交
渉
』

（
27
）　

マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
に
つ
い
て
は
、
中
村
陽
一
「
安
全
保
障
補
佐
官
マ
ク
フ
ァ
ー
レ
ン
」
㈠
〜
㈢
『
法
学
新
報
』
一
九
九
九
年
三
・
四
月
号
、
五
・
六
月
号
、
七
・
八
月

号
が
詳
し
い
。

（
28
）　

L
eslie H

. G
elb, “T

aking C
harge: T

he R
ising P

ow
er of N

ational Security A
dvisor R

obert M
cF

arlane, ” N
ew

 Y
ork T

im
es M

a
ga

zin
e, O

ctober 6, 

1985, p. 25.

（
29
）　

フ
ォ
レ
ス
タ
ル
と
冷
戦
初
期
ア
メ
リ
カ
の
国
家
安
全
保
障
体
制
に
つ
い
て
は
、
村
田
晃
嗣
『
米
国
初
代
国
防
長
官
フ
ォ
レ
ス
タ
ル―

冷
戦
の
闘
士
は
な
ぜ
自
殺

し
た
の
か
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
30
）　

ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
中
村
陽
一
「
安
全
保
障
補
佐
官
ポ
イ
ン
デ
ク
ス
タ
ー
」『
法
学
新
報
』
一
九
九
四
年
五
・
六
月
号
を
参
照
。

（
31
）　

カ
ー
ル
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
中
村
陽
一
「
カ
ー
ル
ッ
チ
に
よ
る
Ｎ
Ｓ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
の
改
革
」『
法
学
新
報
』
一
九
九
四
年
一
一
・
一
二
月
号
、
パ
ウ
エ
ル
に
つ
い
て
は
、

同
「
安
全
保
障
補
佐
官
パ
ウ
エ
ル
」
㈠ 

㈡
『
法
学
新
報
』
一
九
九
六
年
七
・
八
月
号
、
九
月
号
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
32
）　

T
h

e Tow
er C

om
m

ission
 R

ep
ort: T

h
e F

u
ll Tex

t of th
e P

resid
en

t’s sp
ecia

l R
eview

 B
oa

rd
 (N

Y: T
im

es B
ooks, 1987).  

ま
た
、
独
立
検
察
官
に
よ
る

報
告
書
は
、Law

rence W
alsh, F

in
a

l R
ep

ort of th
e In

d
ep

en
d

en
t C

ou
n

sel for Ira
n

/ C
on

tra
 M

a
tters (http://w

w
w

.fas.org/irp/offdocs/w
alsh/.).  

さ
ら
に
、

イ
ラ
ン
・
コ
ン
ト
ラ
事
件
に
関
す
る
上
下
両
院
の
合
同
報
告
書
は
、D

aniel K
. Inouye and L

ee H
. H

am
ilton, R

ep
ort of th

e C
on

gression
a

l C
om

m
ittee 

In
vestiga

tin
g th

e Ira
n

-C
on

tra
 A

ffa
ir (N

Y: R
andom

 H
ouse, 1988).

（
33
）　

R
othkopf, op

.cit., p. 259.

（
34
）　

M
argaret T

hatcher, S
ta

tecra
ft: S

tra
tegies for a

 C
h

a
n

gin
g W

orld
  (N

Y: H
arper C

ollins, 2002), p. 11.
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（
35
）　

例
え
ば
、John L

. G
addis, T

h
e U

n
ited

 S
ta

tes a
n

d
 th

e E
n

d
 of th

e C
old

 W
a

r  (N
Y: O

xford U
niversity P

ress, 1992), p.291.
（
36
）　

R
othkopf, op

. cit., p. 212.
（
37
）　

ジ
ョ
セ
フ
・
Ｓ
・
ナ
イ
・
ジ
ュ
ニ
ア
（
田
中
明
彦
・
村
田
晃
嗣
訳
）『
国
際
紛
争―

理
論
と
歴
史
﹇
原
書
第
四
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
38
）　

ポ
ー
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（
別
宮
貞
徳
訳
）『
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
』
三
（
共
同
通
信
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
四
六
四
ペ
ー
ジ
に
引
用
。

（
39
）　

例
え
ば
、Sam

uel W
ells, “R

eagan, E
urom

issiles, and E
urope, ” in E

lliot B
row

nlee and H
ugh D

avis G
raham

, eds., T
h

e R
ea

ga
n

 P
resid

en
cy: P

ra
g-

m
a

tic C
on

serva
tism

 a
n

d
 Its L

ega
cies  (L

aw
rence, K

ans.,2003), pp. 133

‒52.

（
40
）　

五
十
嵐
『
政
策
革
新
の
政
治
学
』
二
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
41
）　

ロ
ナ
ル
ド
・
レ
ー
ガ
ン
『
わ
が
ア
メ
リ
カ
ン
ド
リ
ー
ム
』
一
八―

一
九
ペ
ー
ジ
。

（
42
）　

Jam
es T. P

atterson, R
estless G

ia
n

t: T
h

e U
n

ited
 S

ta
tes from

 W
a

terga
te to V

u
sh

 v. G
ore  (N

Y: O
xford U

niversity P
ress, 2005), p. 216.

（
43
）　

Z
h

an
g Jia-L

in
, “T

h
e N

ew
 R

om
an

ticism
 in

 th
e R

eagan
 A

d
m

in
istration

’s A
sian

 P
olicy: Illu

sion
 an

d
 R

eality, ” A
sia

n
 S

u
rvey, V

ol. X
X

IV, N
o. 10 

(O
ctober 1984), pp. 997

‒1011.

（
44
）　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ン
（
渡
辺
昭
夫
監
訳
）『
ウ
ル
カ
ヌ
ス
の
群
像―

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
と
イ
ラ
ク
戦
争
』（
共
同
通
信
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
一
九
〇
ペ
ー
ジ
。

（
45
）　

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
に
つ
い
て
は
、
ド
ン
・
オ
ー
バ
ー
ド
ー
フ
ァ
ー
（
菱
木
一
美
・
長
賀
一
哉
訳
）『
マ
イ
ク
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド―

米
国
の
良
心
を
守
っ
た

政
治
家
の
生
涯
』
上
下
（
共
同
通
信
社
、
二
〇
〇
五
年
）
が
詳
し
い
。

（
46
）　

D
avid J. R

othkopf, “Inside the C
om

m
ittee that R

un the W
orld, ” F

oreign
 P

olicy, M
arch/A

pril 2005, p. 33; Jam
es A

. B
aker III, “T

he R
ight W

ay to 

C
hange a R

egim
e, ” N

ew
 York T

im
es, A

ugust 25, 2002; H
enry A

. K
issinger, “O

ur Intervention in Iraq, ” W
a

sh
in

gton
 P

ost, A
ugust 12, 2002.

（
47
）　

久
保
文
明
編
『
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
と
ア
メ
リ
カ
の
保
守
勢
力
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
）、「
米
国
外
交
の
諸
潮
流
：
人
・
組
織
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
及
び
思
想
の
調
査
」（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
を
参
照
。

（
48
）　
「
ブ
ッ
シ
ュ
革
命
」
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、Ivo H

. D
aalder and Jam

es M
. L

indsay, A
m

erica
 U

n
bou

n
d

: T
h

e B
u

sh
 R

evolu
tion

 in
 F

oreign
 P

olicy 

（D
C

: B
rookings Institution P

ress, 2003

）. 

最
近
の
変
化
に
つ
い
て
は
、P

hilip H
. G

ordon, “A
 M

ore R
ealistic W

hite H
ouse―

or R
evolution N

o.2?, ” 

F
oreign

 A
ffa

irs July/A
ugust 2006.

（
49
）　

ゼ
ー
リ
ッ
ク
は
二
〇
〇
六
年
六
月
に
国
務
副
長
官
を
退
任
し
た
。『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
六
年
六
月
二
一
日
。

（
50
）　

R
othkopf, op. cit., p. 34.
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【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
国
際
政
治
学
会
年
次
大
会
（
二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
九
日
、
札
幌
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
）
の
部
会
八
「
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
外
交
政
策
」
で

の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
平
成
一
五
年
度
〜
平
成
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）「
Ｇ
・
Ｈ
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
ア
ジ
ア

外
交―

理
念
と
プ
ロ
セ
ス
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
（
一
三
三
二
）


